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令 和 ４ 年 第 ６ 回 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録 

開催年月日 令和４年６月２４日（金） 

開 催 場 所 白 岡 市 役 所 ４ 階 特 別 大 会 議 室 

開 催 時 間 

及び宣告者 

開 会 午前 ９時００分 議 長 進 藤 貴 一 

閉 会 午前 ９時４０分 議 長 進 藤 貴 一 

議 長 進 藤 貴 一 臨時議長  仮議長  

委

員

出

席

状

況 

農 業 委 員 推 進 委 員 

席次番号 氏   名 摘要 席次番号 氏   名 摘要 

１ 岡  安   広 出席 １ 長 澤 い と 出席 

２ 岩  上   賢 出席 ２ 川  野 信  之 欠席 

３ 関 山 功 一 出席 ３ 齋  藤 光  則 出席 

４ 進 藤 貴 一 出席 ４ 渡 邊 明 子 出席 

５ 江 原 健 治 欠席 ５ 神  田     潔 出席 

６ 黒 須 宣 夫 出席 ６ 小  林 一  夫 出席 

７ 山  下 幸  一 出席 ７ 安 野 和 好 出席 

８ 𠮷 田 敏 雄 欠席 ８ 清  水     清 出席 

９ 大 山 峰 夫 出席 ９ 今  泉 志  江 出席 

１０ 安  藤 富司夫 出席    

１１ 荒  井   肇 出席    

１２ 齋  藤 美佐夫 出席    

１３ 江 口 泰 夫 出席  出席者 ２０名 

１４ 小 島 俊 雄 出席  欠席者 ３名 

議事参与制限 

を受ける委員 

 会長からの 

出席要請者 

農政課 

  

事務局 

事務局長 佐々木 雅美 局長補佐 本村 剛士 

主査 塩村 孝太郎 主任 安藤 寛子 

主任専門員 岡安 秀夫   

説明員 

主査 塩村 孝太郎 主任 安藤 寛子 

主任専門員 岡安 秀夫 農政課 新井 和久 

農政課 大嶌 康正   
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審議事項 

（１） 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意見について 

（２） 白岡市農用地利用集積計画の決定について 

 

協議報告事項 

（１） 農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出に対する専決処分について 

（２） 農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について 

（３） 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

（４） 令和３年農地移動状況について 

（５） その他 
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議  事  の  経  過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

局長 改めまして、皆さんおはようございます。定刻となりますので、ただ今から、令

和４年第６回農業委員会総会を始めさせていただきます。 

はじめに、進藤会長からごあいさつをお願いいたします。 

会長 あいさつ（省略） 

局長 現在の出席委員は農業委員１２名、推進委員８名でございます。 

農業委員会会議規則に基づきまして、進藤会長に議長をお願いいたします。 

 【開会 午前９時００分】 

議長 現在出席委員１２名であり定足数に達しておりますので、これから第６回総会を

開会いたします。 

議長 議事録署名委員に荒井委員、齋藤委員を指名いたします。 

日程第１ 議案第１４号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意見 

議長 日程第１ 議案第１４号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意

見について を議題といたします。事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 議案第１４号 農地法第４条の規定による許可申請に対する進達の意見につきま

して、御説明いたします。今回案件は１件でございます。 

総会資料の２ページ目を御覧願います。 

 

新任の方がいらっしゃいますので、案件の説明の前に、簡単ではございますが、

農地転用許可申請について説明をさせていただきます。 

農地転用許可については、農地法の第４条及び第５条に規定してございます。 

先ず、農地法第４条の規定による手続き（農地転用）とは、農地を自分名義のま

ま、農地以外にすることをいいます。 

一方、農地法第５条の規定による手続き（農地転用）とは、農地を他の人に売買

するか、貸借して、なおかつ農地以外（宅地や雑種地等）にすることをいいます。 

今回の案件は、農地法第４条の規定による許可申請でございまして、市街化を抑

制すべき区域である市街化調整区域内の農地ということで、許可権者は埼玉県にな

りますが、市の農業委員会の総会において申請内容について審議を行い、その意見

を付して県へ進達することとなっております。 

番号１につきましては、申請人が、所有権を有する申請地について、住宅敷の拡

張として転用するための申請です。申請人につきましては、現在、市内にて生活し

ておりますが、自宅が老朽化し建替えを検討していたところ、通路敷が建築基準法

上必要な４ⅿの幅員に達しない為、道路要件を満たさず建替えられないことが判り

ました。 
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事務局 今回、転用を行うことにより基準が満たされるため、申請がなされたものです。 

申請地の農地区分につきましては、甲種、第１種、第３種農地のいずれの要件に

も該当しない農地という理由から、第２種農地と判断されます。 

また、計画の実現性については、申請内容及び関係各課が必要とする要件を備え

ていることから、おおむね認められるものと思われます。以上です。 

議長 説明が終了しました。これから番号１の現地確認の報告を〇〇委員にお願いいた

します。 

委員 それでは議案第１４号について、２０日に現地確認をしたので報告申し上げます。  

場所は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊番地、現地地目は畑、面積、申請人、転用の内容につ

きましては事務局より詳細にありましたので割愛をさせていただきます。 

現地確認図１ページをご覧ください。該当地でございますが、主な公共施設から

もうしあげます。＊＊＊＊から約＊＊＊東北にあります。また、主な施設といたし

ましては、すぐ隣に＊＊＊＊、また、すぐ北側には＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊

＊＊＊＊、そのような状況でございます。また、この近くはすでに住宅が点在し、

益々住宅地として発展するような所でございます。また、１０ha以上の集団農地と

は認められません。また、当該地につきましては、先ほどの説明がありましたとお

り、現在２ｍの旗竿地になっている状態です。今回２ｍを転用し一体的利用と云う

ことで申請が出ております。また、現在地につきましては農地として利用されてお

り、また、先行して工事等は行われておりません。また、農地法或いはその他の違

反等はございません。また、これを転用することによって、地域農地に悪影響を及

ぼす恐れはございません。そのような総合的に判断したところ、本件については許

可相当と思われますが、皆様のご審議をお願いいたします。 

議長 報告が終了しました。御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［なしと云う声あり］ 

   議長 質疑なしと認めます。 

議長  お諮りします。本案については、事務局の説明及び担当農業委員からの報告、転

用理由、申請地が含まれる区域の農地性から地域農業との調和を図りつつ効率利用

できるものと判断し、転用はやむを得ないものと認め、許可相当の意見を付して県

へ進達することで御異議ございませんか。 

 ［異議なしと云う声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって議案第１４号については、原案のとおり決定します。 

日程第２ 議案第１５号 白岡市農用地利用集積計画の決定について 

議長 日程第２ 議案第１５号 白岡市農用地利用集積計画の決定について を議題と

いたします。農政課職員の入室を求めます。 

          ［農政課担当職員、事務局席へ移動］ 
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議長 本案につきましては農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき白岡

市から依頼がありました。これより、農政課職員から内容説明をいたさせます。 

農政課 

 

議案第１５号 白岡市農用地利用集積計画の決定について、農政課からご説明

いたします。 

本計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき、５月６日

（金）から５月１３日（金）までの６日間で受付を実施いたしました。 

 

内容につきましては、 

新規設定件数 ９５件、筆数 ２４７筆、面積   ２３５,０１３.００㎡ 

再設定件数  ２２件、筆数  ８３筆、面積    ６８,６１９.００㎡ 

合計件数  １１７件、合計筆数 ３３０筆、合計面積 ３０３,６３２.００㎡ 

となっております。 

 

計画の決定におきまして慎重な審議をお願いいたします。 

本日審議していただいた農用地利用集積計画の始期については、利用権設定で

行ったものについては、令和４年７月７日から、中間管理事業を通す利用権設定

については、令和４年９月３０日からとなります。 

また、申し訳ございませんが、３ページの白岡市農用地利用集積計画（案）の

頭紙に告示日がございますが、賃借の開始日が誤って記載されてしまっておりま

す。日付につきましては削除いただきますようお願い申し上げます。 

なお、告示日につきましては、農業委員会総会で御審議いただいたのち、農業

委員会から、会長名で「利用集積計画の決定について」の通知をいただき、それ

をもとに、市は告示の決裁を取ります。そのため、告示日は、６月末頃から７月

頭頃となる見込みでございます。内容につきましては、記載のとおりですが、一

部、御説明をさせていただきます。 

 ＊＊ページの＊＊＊番につきましては、利用権を設定する者（農地を貸す者）

の住所を＊印で標記させていただいております。＊＊ページに理由を記載してお

りますが、当貸付け者は、「個別事情による居住地等表記の要配慮者」に指定さ

れています。そのため、市では要配慮者を保護するため、要配慮者の関係する住

所について原則非公開としているところでございます。 

 農用地利用集積計画書は、法律により公告することが義務づけられており、 

貸付け者の住所・氏名も記載することになっており、要配慮者に対する特例の規

定はございませんでした。 

そこで、県を通じて国に対応方法の確認をしたところ貸付け者の住所表記を＊

印で隠し、その理由を欄外に記載するよう指示がありました。そのため、今回の

ような対応となったものでございます。御理解を賜りますようお願い申し上げま

す。その他の方につきましては、記載のとおりでございますので、説明を省略さ

せていただきます。農政課からの説明は以上でございます。 
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議長 説明が終了しました。推進委員の皆様におかれましては、農業委員会等に関す

る法律第２９条に基づき総会への出席をお願いしているところですが、本案に

は、推進委員に関する事項も含まれておりますことから、議事の公正を確保する

ため、新規設定番号５２、９３、９４を除いて御意見・御質疑等をお伺いします。 

御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［なしと云う声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

議長 お諮りします。本案のうち、新規設定番号５２、９３、９４を除く案件につい

ては、案のとおり白岡市農用地利用集積計画として決定することで、御異議ござ

いませんか。 

 ［異議なしと云う声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって本案のうち、新規設定番号５２、９３、９４を除

く案件については、原案のとおり決定します。 

議長 続きまして、□□□委員におかれましては一時退室をお願いいたします。 

 ［□□□委員、一時退室］ 

議長 新規設定番号５２について御意見・御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［なしと云う声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

議長 お諮りします。本案のうち、新規設定番号５２については、案のとおり白岡市

農用地利用集積計画として決定することで、御異議ございませんか。 

 ［異議なしと云う声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって本案のうち、新規設定番号５２については、原案

のとおり決定します。□□□委員は入室してください。 

 ［□□□委員、入室］ 

議長 続きまして、☆☆☆委員におかれましては一時退室をお願いいたします。 

 ［☆☆☆委員、一時退室］ 

議長 新規設定番号９３、９４について御意見・御質疑等ございましたらお願いいた

します。 

 ［なしと云う声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 
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議長 お諮りします。本案のうち、新規設定番号９３、９４については、案のとおり

白岡市農用地利用集積計画として決定することで、御異議ございませんか。 

議長          ［異議なしと云う声あり］ 

議長 異議なしと認めます。よって本案のうち、新規設定番号９３、９４については、

原案のとおり決定します。☆☆☆委員は入室してください。 

 ［☆☆☆委員、入室］ 

議長 以上をもちまして、議案第１４号及び第１５号に係る議事を終了いたします。 

協議報告事項１ 農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出に対する専決処分 

協議報告事項２ 農地法第５条第１号第７号の規定による転用届出に対する専決処分 

議長 引き続き協議報告会を開催いたします。 

議長 協議報告事項１ 農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出に対する専

決処分について、協議報告事項２ 農地法第５条第１項第７号の規定による転用

届出に対する専決処分について を事務局から説明をいたさせます。 

事務局 

 

協議報告事項１ 農地法第４条第１項第８号の転用届出に関する専決処分に

ついて でございますが、今回報告は ３件でございます。 

総会資料の３２から３３ページを御覧願います。 

案件の説明の前に、簡単ではございますが、４条の農地転用届出について説明

をさせていただきます。 

農地法第４条の規定による手続き（農地転用）とは、農地を自分名義のまま、

農地以外にすることをいいます。 

本案件については、市街化区域内の農地に係る案件となるため、市へ届出をし、

市で農地転用の許可処分をだすものとなります。基本的には、専決処分に対する

報告となります。 

番号１につきましては、分譲住宅敷のための転用です。 

番号２及び３につきましては、共同住宅敷のための転用でございます。 

 

続きまして、協議報告事項２ 農地法第５条第１項第７号の転用届出に関する

専決処分について でございますが、今回報告は ３件でございます。 

総会資料の３４から３５ページを御覧願います。 

案件の説明の前に、簡単ではございますが、５条の農地転用届出について説明

をさせていただきます。おおむね農地法第５条の県許可の農地転用と同じです

が、本案件については、市街化区域内の農地に係る案件となるため、市へ届出を

し、市で農地転用の許可処分をだすものとなります。基本的には、専決処分に対

する報告となります。 

番号１につきましては、住宅敷、通路、ごみ置場のための転用です。 

番号２につきましては、分譲住宅敷のための転用です。 

番号３につきましては、住宅敷のための転用です。 
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議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。御意見・

御質疑等ございましたらお願いいたします。 

 ［なしと云う声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

協議報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議長 続きまして、協議報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て を事務局から説明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知について でござい

ますが、今回報告は１１件でございます。 

総会資料の３６ページから４０ページを御覧願います。 

 案件の説明の前に、簡単ではございますが、農地法第１８条第６項の規定によ

る通知について説明をさせていただきます。 

通常、農地の賃貸借の解約は、農地法で制限されているため、賃貸借による賃

借地の解約については農地法第１８条第１項に基づき、原則として知事の許可を

受ける必要があります。ただし、貸し人、借り人お互いの合意による解約で、土

地の引渡しの時期が、合意が成立した日から６ヶ月以内で、かつ、その旨が書面

で明らかな場合には農地法第１８条第６項に基づき、農業委員会へ届出すること

により解約することができるものとなっております。 

 番号１から５につきましては、令和４年３月２５日に届出及び解約のあったも

のです。理由は、耕作上の支障を来しているためとの理由でございます。 

番号６及び７につきましては、令和４年５月１日に届出及び解約のあったもの

です。理由は、番号６については、過去に家族間で農地法第３条による使用貸借

権が設定されておりましたが、既に貸借終了日が経過していることなどにより、

今般、使用貸借を解約する旨の届出があったものです。 

番号７につきましては、同じく過去に農地法第３条により賃貸借権が設定され

ておりましたが、既に賃貸終了日が経過していること、また、借受け人が死亡し

ていることにより、この度、改めて賃貸借を解約する旨の通知があったものです。 

 番号８につきましては、令和４年６月１日に届出及び解約のあったものです。 

番号９から１１につきましては、令和４年３月３１日に届出及び解約のあった

ものです。理由は、当時の借受け人が既に存在しておらず、また、農地の所有者

と新たな借受け人が、新たな利用権を設定する際に支障を来すためでございま

す。 

議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。御意見・御

質疑等ございましたらお願いいたします。 



9 

 

委員 ３６ページのところで、耕作に支障があるために解約と云うことなのですけど

も、どんな支障があることによって解約されるのでしょうか。分かったら教えて

ください。 

事務局 借りてみたら耕作がしづらかったと云うことでした。中には、畑の中の含水量、

が多く耕作には不適な土地だったとの理由で解約の申し出があったものでござ

います。 

議長 他に質疑はありますか。 

委員 いま説明がありましたが、私の家の近くにある畑でして、道路幅は４ｍ以上あ

り、畑も３反、或いは４反くらい繋がっている畑です。そう云ったところで解約

が出るということで、大変困っていると云う話があります。ただ単に支障という

ことなんですけども、私が見る限りではそんな支障はないと思えるのですが、そ

のほかにも沢山契約をされながら解約が出てきています。非常に心配であり、ま

た、簡単に解約されることとなってしまうことは如何なものかと思います。 

議長 他に質疑はありますか。 

 ［なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

協議報告事項４ 令和３年農地移動状況についてについて 

議長 続きまして、協議報告事項４ 令和３年農地移動状況について を事務局から

説明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項４ 令和３年農地移動状況について御説明いたします。総会資料

の４１から４６ページを御覧願います。 

今回は、筆数、面積等について省略して説明させていただきます。 

 総会資料４３ページをご覧下さい。 

１「法第３条による耕作目的の権利設定・移転」は、農地を農地のまま権利移

転する手続きの集計です。続きまして、２「法第１８条等の貸借の終了」は、農

地の賃貸借の合意解約の集計です。 

 次に総会資料４４ページをご覧下さい。 

３「農地転用」（１）条項別は、調整区域等の農地転用許可申請と、市街化区

域の農地転用届出の集計です。 

次に総会資料４５ページをご覧下さい。 

４「農地転用」（２）用途別は、市街化区域、調整区域、それぞれの農地転用

用途別の件数、各用途の集計です。 

 最後に総会資料４６ページをご覧下さい。 

５「農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動」の（１）権利の設定・移転は、

利用集積で賃貸借、使用貸借、それぞれの集計です。 
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事務局 ６「農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動」の（２）利用権の期間満了に

よる終了は、貸借期間が到来し、更新しない農地の集計です。 

議長 説明が終了いたしました。これから御意見・御質疑等お伺いします。御意見・

御質疑等ございましたらお願いいたします。 

委員 農地転用のエクセルの表なのですけども、田と畑と計の数字を足していくと、

合っているところと符合しないところあるのですけど、自動計算しているからで

しょうか。例えば、一番最後の合計でもそうなのですが、田が５９、畑が２７７、

計３３８となっていますが少し違うと思います。また、上の方もいくつか違って

いますが、何か意味があるのでしょうか。 

事務局 失礼いたしました。自動計算させていただいているものでして、集計値につき

ましては後日ＳＥと相談いたしまして修正をさせていただきます。申し訳ござい

ません。 

委員 はい。了解いたしました。 

議長 他に質疑はありますか。 

 ［なしという声あり］ 

議長 質疑なしと認めます。 

協議報告事項５ その他 

議長 協議報告事項５ その他に移ります。事務局から内容説明をいたさせます。 

事務局 協議報告事項５ その他 について でございますが、 

農業委員会活動記録の提出について、今回お預かりしさせていただいた活動記

録につきましては、来月の総会時に返却させていただきます。 

 続きまして、来月の農地改良等現地パトロールについてでございますが、 

７月５日小島委員・篠津地区推進委員、７月１９日岡安委員・大山地区推進委

員で予定をしております。必要に応じて日程変更をお願いします。また、日程変

更を行った場合には、事務局まで連絡をお願いします。 

なお、上記日程で予定しておりますが、新型コロナウィルスの影響により、パ

トロールを中止する場合がございます。その際は改めてご連絡させていただきま

す。 

 続きまして、農業委員等の公務災害補償制度についてでございます。 

お席の方にパンフレットをお配りさせていただいております。公務災害補償制

度への加入案内でございますが、例年加入させていただいておりますが、お配り

している資料の一番表１ページ目の加入方法について、４番の補償内容と保険料

について、こちらの１番上のＡ型一口１，０００円のものについて加入の方を考

えております。補償内容については表のとおりとなっておりますので、ご確認 
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事務局 をお願いします。保険料につきましては親和会からの支出となっておりますの

で、担当の小島委員へは後程お願いさせていただきたいと思います。また、来月 

の総会については、７月２５日月曜日午前９時から予定させていただいておりま

す。議事録署名委員の、荒井委員、齋藤委員の両委員につきましては、当日署名

の方をお願いいたします。 

以上で、協議報告事項５その他を終わります。 

議長 内容説明が終了いたしました。全体を通しまして御意見・御質疑等ございませ

んか。 

委員 先ほど市長さんから雹害の状況をお聞かせいただきましたが、県全体では約３

８億円と云うことですけれども、白岡市の被害は概ねどれくらいか。また、被害

農家に対する支援策について、決まっているものがありましたらお伺いしたいと

思います。 

事務局長 市から県へ報告したものがございますが、県の方では被害状況面積や点数を入

力すると、自動的に計算するシステムがあります。それにより導き出された金額

でありますことらか、あくまで参考値として捉えていただきたいのですが、白岡

市の被害額といたしましては、１億２千７百万円の被害額と云うような県の集計

値が算出されています。また、支援策につきましては、現時点で決まっているの

は、令和４年度予算で防雹ネットの予算措置が講じてありますが、もし、台風や

雹害が発生した場合は、９月補正等で速やかに増額をお願いする旨の調整が済ん

でいます。従って、先ず、こちらの方を確実に実施していきたいと考えておりま

す。 

一方、県の方からはどのような支援策が講じられるか、これから提示されてく

ることと思いますが、それに併せまして、市の方でも、苗代補助やその他、何が

できるかを検討し、それらを具現化していけるように頑張りたいと思います。 

また、一昨日も南彩農協さんがお越しになりました。雹害についてと協議をさ

せていただきましたが、連携して支援策を検討していきたい旨の意見を整えたと

ころです。 

議長 他にありますか。 

 ［なしと云う声あり］ 

議長 ありがとうございました。以上をもちまして、本日の総会を閉会といたします。 

 [終了午前９時４０分] 

  

  

  

 


